
・・・本施設敷地内（一部共有部分含む）：積極的管理区域

外構整備に伴う改修後、剪定等維持管理するもの

＊管理のしやすさを考慮し、第３種風致地区の要件を満たした上で、

樹種や配置の変更を認める。

・・・本施設敷地内（一部共有部分含む）：積極的管理区域外

現状の樹木を維持するもの

＊ただし、人や車の通行を妨げないよう刈り込みを実施

・・・園路及び福祉の村共有部分

現状の樹木を選定等維持管理するもの

＊ただし、松は原状回復対処外とする。

資料Ｂ２ 植栽の管理区分
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